
          第３６回南幌町農業委員会総会議事録  

 

 

 令和２年５月２７日（水）午前９時００分より、役場各種委員会室におい

て  第３６回南幌町農業委員会総会が開催された。  

 本日の出席者は次のとおり。  

                      

            

                      １  番   馬  場  政  通  

２  番   清  水  春  樹  

                      ３  番   立  川  久  彦  

 ４  番   青  木  義  春  

５  番   江  郷    弘  

６  番   瀬  川    徹  

７  番   野呂田  雄一郎  

８  番   南    則  之

９  番   林    裕  司  

 10 番   渡  邉  信  光  

11 番   鍋  山  洋  一  

                      12 番   山  下  義  昭  

 

                  欠席者   

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



本日の議案は次のとおり  

 

議案第１号  農地法第１８条第６項の規定による通知について  

議案第２号  農用地等のあっせん申出について  

議案第３号  買入協議の要請について  

   議案第４号  農用地利用集積計画の決定について  

   議案第５号  農業委員会の平成３１年・令和元年度の目標及びその達

成に向けた活動の点検・評価並びに令和２年度の目標及

びその達成に向けた活動計画について  

    

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

            事務局出席者   事 務 局 長  砂  田   隆 樹 

事務局主査  柳  沢   妙  子  

 

 

 

 

 

 



議   長   これより、第３６回南幌町農業委員会総会を開会いたします。  

本日の出席者は１２名でございます。  

ただちに本日の会議を開きます。  

 

      日程第１  議事録署名委員の指名を行います。  

議事録署名委員の指名につきましては、会議規則第１４条の規  

定により議長において指名いたします。９番  林  委員、  

１０番  渡邉  委員  以上ご両名を指名いたします。  

 

日程第２  会期の決定をいたします。お諮りいたします。  

第３６回南幌町農業委員会総会は、５月２７日  本日１日限り

といたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。  

 

      （異議なしの声）  

 

議   長   ご異議なしと認めます。よって第３６回南幌町農業委員会総会  

は、５月２７日  本日１日限りと決しました。  

日程第３  諸般報告を行います。事務局の説明を求めます。  

 

事務局長   諸般報告。  

令和２年４月２７日、第３５回農業委員会総会を開催した。  

以上でございます。  

 

議   長   諸般報告につきましては、只今事務局長朗読のとおりでござい

ますので、報告済みといたします。  

                                   

 

議   長   日程第４  議案第１号  農地法第１８条第６項の規定による通

知についてを議題といたします。事務局の説明を求めます。  

 

事務局長   議案第１号  農地法第１８条第６項の規定による通知について。  

     農地法第１８条第６項及び同法施行規則第６８条の規定により、  

賃貸借の合意解約した旨の通知があったので可否について意見を

求める。  令和２年５月２７日提出。南幌町農業委員会会長名。  



事 務 局   議案第１号について説明いたします。農地法第１８条第６項の規

定よる通知につきましては、３件でございます。  

      はじめに１件を説明いたします。  

      １件目の賃貸人は、南幌町南○線西○番地、○○○○。  

賃借人が、南幌町南○線西○番地、○○○○  ○○○○。  

土地につきましては、空知郡南幌町字幌向原野○○○○番の○、

田で１０，２３７㎡他計２筆ございまして、１４，８２７㎡とな

り、賃貸借の合意解約日は、令和２年５月１３日でございます。  

以上でございます。  

 

議   長   説明が終りましたので、これより質疑を行います。  

 

      （なしの声）  

 

議   長   質疑がございませんので、採決を行います。  

      お諮りいたします。議案第１号  農地法第１８条第６項の規定

による通知の１件目は提案のとおり承認することにご異議ありま

せんか。  

 

      （異議なしの声）  

 

議   長   ご異議なしと認めます。よって本案は提案のとおり承認するこ

とに決しました。  

      ２件目と３件目につきましては、農業委員会法第３１条、議事

参与の制限により、清水委員の退席を求めます。  

      退席するまでの間、暫時休憩とさせていただきます。  

 

      （暫時休憩し、清水委員は退席する）  

 

議   長   休憩を閉じ、会議を再開します。事務局の説明を求めます。  

 

事 務 局  ２件目の賃貸人は、南幌町南○線西○番地、○○○○。  

賃借人が、南幌町○○丁目○○の○○○号、○○○○。  

土地につきましては、空知郡南幌町○○○○番の○の○、田で



２２，１３７㎡他計３筆ございまして、４８，２１２㎡となり、

賃貸借の合意解約日は、令和２年５月１３日でございます。  

      ３件目の賃貸人は、南幌町南○線西○番地、○○○○。  

賃借人が、南幌町○○丁目○○の○○○号、○○○○。  

土地につきましては、空知郡南幌町○○○○番の○、田で  

８，０３１㎡となり、賃貸借の合意解約日は、  

令和２年５月１３日でございます。以上でございます。  

 

議   長   説明が終りましたので、これより質疑を行います。  

 

      （なしの声）  

 

議   長   質疑がございませんので、採決を行います。  

      お諮りいたします。議案第１号  農地法第１８条第６項の規定

による通知の２件目と３件目は提案のとおり承認することにご異

議ありませんか。  

 

      （異議なしの声）  

 

議   長   ご異議なしと認めます。よって本案は提案のとおり承認するこ

とに決しました。  

      退席しております清水委員が席に着くまでの間、暫時休憩とさ

せていただきます。  

 

      （暫時休憩し、清水委員は着席する）  

 

議   長   休憩を閉じ、会議を再開します。  

                                   

 

議   長   日程第５  議案第２号  農用地等のあっせん申出についてを議

題といたします。事務局の説明を求めます。  

 

事務局長   議案第２号  農用地等のあっせん申出について。  

      南幌町農地移動適正化あっせん基準第６条第２項第１号の規定



により農用地等のあっせん申出があったので、同条第３項第２号

により相手方を選定し、同条第４項の規定によりあっせん委員の

指名を願う。令和２年５月２７日提出。南幌町農業委員会会長名。  

 

事  務  局   議案第２号について説明いたします。農用地等のあっせん申出

につきましては、２件でございます。  

１件目のあっせん申出者は、南幌町南○線西○番地、○○○○。

土地の所在が空知郡南幌町字幌向原野○○○○番の○、田で   

１０，２３７㎡他計２筆ございまして、１４，８２７㎡となりま

す。２件目のあっせん申出者は、南幌町南○線西○番地、  

○○○○。土地の所在が空知郡南幌町○○○○番の○、田で  

８，０３１㎡となります。以上でございます。  

 

６   番   議長  ６番  

 

議   長   ６番  瀬川委員  

 

６   番   只今申出のありました①番のあっせんの相手方ですが、申出地

の利用条件等を考え、○○○○  ○○○○が適格であると提案い

たします。また、②番のあっせんの相手方ですが、申出地の利用

条件等を考え、○○○○○が適格であると提案いたします。以上

でございます。  

 

議   長   只今、瀬川委員より、相手方の選定について提案がありました。

これより相手方の選定について質疑を行います。  

  

（なしの声）  

 

議   長   質疑がございませんので、あっせん委員の指名について、事務

局の説明を求めます。  

 

事 務 局   あっせん委員の指名につきましては、あっせん申出者及び相手

方の地区などを考え、６番  瀬川委員、１０番  渡邉委員、 12

番  山下委員が適当であると提案いたします。以上でございます。  



 

議   長   あっせん委員については、事務局より提案がありましたので、  

     これより質疑を行います。  

  

（なしの声）  

 

議   長   質疑がございませんので、これより採決を行います。お諮りい

たします。議案第２号農用地等のあっせん申出については、提案

のとおり承認することにご異議ありませんか。  

 

（異議なしの声）  

 

議   長   ご異議なしと認めます。よって本案は提案のとおり承認するこ

とに決しました。  

                                  

  

議   長   日程第６  議案第３号  買入協議の要請についてを議題といた

します。事務局の説明を求めます。  

 

事務局長   議案第３号  買入協議の要請について。  

      農業経営基盤強化促進法第１５条第１項の規定に基づき、買入

申出があったので、同法第１６条第１項の規定に基づき、買入協

議の要請をしたいので審議願い、意見を求める。  

      令和２年５月２７日提出。南幌町農業委員会会長名。  

 

事  務  局   議案第３号について説明いたします。買入協議の要請につきま

しては、１件でございます。  

      買入申出者は、南幌町南○線西○番地、○○○○。土地につき

ましては、空知郡南幌町○○○○番の○、畑で８２１㎡他計４筆

ございまして４９，３３３㎡となります。以上でございます。  

 

議   長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  

 

      （なしの声）  



議   長   質疑がございませんので、これより採決を行います。  

      お諮りいたします。議案第３号  買入協議の要請については提

案のとおり承認することにご異議ありませんか。  

 

      （異議なしの声）  

 

議   長   ご異議なしと認めます。よって本案は提案のとおり承認するこ

とに決しました。  

                                   

 

議   長   日程第７  議案第４号  農用地利用集積計画の決定についてを

議題といたします。事務局の説明を求めます。  

 

事務局長   議案第４号  農用地利用集積計画の決定について。  

      農業経営基盤強化促進法第１８条の規定により南幌町より決定

を求められた下記の農用地利用集積計画について議決を求める。  

      令和２年５月２７日提出。南幌町農業委員会会長名。  

 

事  務  局   議案第４号について説明いたします。農用地利用集積計画の決

定につきましては、所有権移転が２件でございます。  

所有権移転  整理番号２の５の１の買い手は、南幌町南○線西

○番地、○○○○。売り手は、○○○○○○○。  

土地につきましては、南幌町○○○○番の○、田で  

１７，８１８㎡他計３筆ございまして３５，４３３㎡となります。  

価格につきましては、○○○○○○○円となります。  

整理番号２の５の２の買い手は、南幌町南○線西○番地、○○

○○  ○○○○。売り手は、○○○○○○○。  

土地につきましては、南幌町○○○○番の○、畑で６９６㎡他計

４筆ございまして４７，２１２㎡となります。  

価格につきましては、○○○○○○○円となります。  

以上、集積計画の内容につきましては、農業経営基盤強化促進

法第１８条第３項の各要件を満たしているものと考えます。  

以上でございます。  

 



議   長   説明が終りましたので、これより質疑を行います。  

      

（なしの声）  

 

議   長   質疑がございませんので、これより採決を行います。  

      お諮りいたします。議案第４号農用地利用集積計画の決定につ

いては、提案のとおり承認することにご異議ありませんか。  

 

      （異議なしの声）  

 

議   長   ご異議なしと認めます。よって、提案のとおり承認することに

決しました。  

                                   

 

議   長   日程第８  議案第５号  農業委員会の平成３１年・令和元年度

の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価並びに令和２年度

の目標及びその達成に向けた活動計画についてを議題をいたしま

す。事務局の説明を求めます。  

 

事務局長   議案第５号  農業委員会の平成３１年・令和元年度の目標及び

その達成に向けた活動の点検・評価並びに令和２年度の目標及び

その達成に向けた活動計画について。  

     「農業委員会事務の実施状況等の公表について」（平成 28 年 3

月 4 日付 27 経営第 2933 号）農林水産省経営局農地政策課長名通

知に基づき、南幌町農業委員会の「平成３１年・令和元年度の目

標及びその達成に向けた活動の点検・評価」並びに「令和２年度

の目標及びその達成に向けた活動計画」について議決を求める。  

令和２年５月２７日提出。南幌町農業委員会会長名。  

 

事  務  局   議案第５号について説明いたします。  

 この案件につきましては、農業委員会等に関する法律に基づき、

農業委員会の農地等の利用の最適化推進状況その他事務の実施状

況の公表を目的としております。  

      初めに平成３１年・令和元年度の目標及びその達成に向けた活



動の点検・評価について説明いたします。  

農業委員会の状況。１農業の概要につきましては、農林業セン

サス及び耕地・作付面積統計に基づいて記載しております。  

２農業委員会の現在の体制につきましては、新・旧制度に基づく

農業委員会の現在の体制を記載しております。  

次ページの担い手への農地の利用集積・集約化。１現状及び課

題につきましては、農地面積は、耕地・作付面積統計及び集積面

積は、担い手へ利用集積された総面積を記載しております。  

集積率は９５ .５％となっております。  

２目標及び実績につきましては、達成状況は１００％となって

おります。  

３目標の達成に向けた活動は記載のとおりです。  

４目標及び活動に対する評価につきましては、担い手農家への

集積を行い、活動を進める上では目標は妥当であり、今後も目標

達成を目指して活動を継続するとしております。  

次ページ、新たに農業経営を営もうとする者の参入促進。  

１現状及び課題は実績がありませんが、２平成３１年度の目標及

び実績につきましては、参入実績におきまして１経営体があり、

参入目標を達成しております。３目標の達成に向けた活動の実績

については、昨年農地所有適格法人で研修を経て平成３１年度に

新規参入者になっております。４目標に対する評価は記載のとお

りです。  

次ページ、遊休農地に関する措置に関する評価につきましては、

遊休農地は発生しておりません。活動実績は、農地の利用状況調

査を８月から９月に実施し、１０月に調査結果を取りまとめてお

ります。  

次ページの違反転用への適正な対応につきましては、記載のと

おり違反転用は発生しておりません。  

次ページ、農地法等によりその権限に属された事務に関する点

検。１農地法第３条に基づく許可事務・処理件数は１３件です。  

２農地転用に関する事務の処理件数は、一時転用の１件です。  

３農地所有適格法人からの報告への対応ですが、管内の農地所

有適格法人数は１６法人で、すべての法人が提出しております。  

４情報の提供等について、賃貸料情報の調査・提供につきまし



ては、調査件数１７４件、公表時期は令和２年１月、農業委員会

窓口にチラシを設置及び町ホームページで公表しております。  

      農地の権利移動等の状況把握ですが、調査件数３０件で取りま

とめ時期は令和２年４月となっております。  

      農地台帳の整備につきましては、各月データー更新し、農地情

報公開システムにおいて公表しております。  

次ページの地域農業者等からの主な要望・意見及び対処内容。

農地利用最適化等に関する事務及び農地法によりその権限に属さ

れた事務の要望・意見についてはなし。事務の実施状況の公表等。

１総会等の議事録及び３活動計画の点検評価の公表につきまして

は、町ホームページに公表しております。  

      続きまして、令和２年度の目標及びその達成に向けた活動計画

について説明いたします。  

農業委員会の状況。１農家・農地等の概要につきましては、農

林業センサス及び耕地・作付面積統計に基づき記載しております。

２農業委員会の現在の体制につきましては、現在の体制を記載し

ております。  

次ページの担い手への農地の利用集積・集約化。１現状及び課

題につきましては、本町の農地面積は耕地・作付面積統計及び集

積面積は担い手へ利用集積されている総面積を記載しております。

 ２目標案及び活動計画案につきましては、南幌町農業経営基盤

強化促進基本構想に基づき集積率を９５％としております。  

新たな農業経営を営もうとする者の参入促進。２目標案及び活

動計画案につきましては、１経営体、２ヘクタールと設定してお

ります。  

次ページの遊休農地に関する措置及び違反転用への適正な対応

ですが、本町では遊休農地・違反転用の発生がありませんが、引

き続き農地パトロールを実施し、未然に防止するとしております。  

なお、今後の公表に係る業務ですが、目標及びその達成に向け

た活動の点検・評価並びに目標及びその達成に向けた活動計画が

承認されましたら、町ホームページに公表し、北海道を通じて農

林水産省に報告いたします。  以上でございます。   

 

議   長   説明が終わりましたので、これより質疑を行います。  



      （なしの声）  

 

議   長   質疑がございませんので、これより採決を行います。  

      お諮りいたします。議案第５号  農業委員会の平成３１年・令

和元年度の目標及びその達成に向けた活動の点検・評価並びに令

和２年度の目標及びその達成に向けた活動計画については、提案

のとおり承認することにご異議ありませんか。  

 

（異議なしの声）  

 

議   長   ご異議なしと認めます。よって本案は提案のとおり承認するこ

とに決しました。  

                                   

 

議   長   以上で本総会に提案されました全ての議案審議が終了いたしま

     した。  第３６回南幌町農業委員会総会は、只今を以って閉会い

     たしたいと思いますがご異議ありませんか。  

 

      （異議なしの声）  

 

議   長   ご異議なしと認めます。よって第３６回南幌町農業委員会総会

は只今を以って閉会といたします。  

 

 

                    （午前  ９時２５分終了）  

 

 

上記の通り相違ないので署名捺印する。  

 

  会    長  

 

  ９    番  
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